
．．．．

（チェックリストの提出は不要です） 

 

 

交付申請書の提出は対象設備の着工の２週間前までに行い、交付決定以降に着工してくださ

い。 

（対象設備が設置された建売住宅を購入する場合は、引渡し日の２週間前までに交付申請書

を提出し、交付決定以降に引渡しをしてください。） 

提出書類 注意事項等 

☐交付申請書 

（様式第 1号） 

☐申請者は、対象設備を設置する方(工事等の契約をする方)の情

報を記入。 

☐住所は、申請時点の住所を記入。 

《対象設備が設置された建売住宅を購入しようとする場合》 

☐着工予定日と完了予定日は、引渡予定日を記入。 

☐対象設備の設置に要す

る費用の内訳が記載さ

れた見積書 

☐宛名が申請者と同一であること。 

☐対象設備の仕様（メーカー、型番等）が記載されていること。 

※太陽光発電システムにあっては、太陽電池の最大出力の合計値

及びパワーコンディショナの定格出力の合計値が分かるもの。 

☐対象住宅の位置図 
☐対象設備を設置する住宅の場所が分かるもの。 

（住宅地図、Google MAP 等） 

☐対象住宅の全体写真 
☐対象設備を設置する住宅が特定できるもの。 

建築途中や更地の場合は、その段階の写真でも可。 

☐設置予定箇所を確認で

きる写真 

☐対象設備の着工が始まっていないことを確認できるもの。 

※定置型蓄電システムの交付申請をする方で、同時に太陽光発電

システムを導入しない場合は、既に太陽光発電設備が設置され

ていることを確認できる写真も添付すること。 

☐仕様書、カタログの写し 
☐対象設備の形状及び性能が分かるもの。 

（太陽光発電システムは不要） 

☐個人情報の確認に関す  

 る同意書（様式第２号） 
☐住所は、申請時点の住所を記入。 

☐当該対象住宅の所有者

の承諾書 

☐対象住宅が、申請者の単独所有でない場合（共同所有又は申請

者以外が所有する場合）のみ必要。 

☐その他市長が必要と認

める書類 

《対象設備が設置された建売住宅を購入しようとする場合》 

☐売買契約書の写しを添付すること。 

※売買契約を終えてから申請してください。 

中古品を設置する場合は補助対象外です。リース方式や PPA 方式による設置は補助対象外です。 

  


